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みなさんが日頃お感じになっている、まちの印象や課題について、

簡単なアンケートにお答えください。（切手不要です） 

結果は今後の通信でお伝えするとともに、今後のまちづくりに向け

た懇談会や協議会などの場で活かしていきます。 

 

方南一丁目地区は、東京都が公表している

地域危険度（平成 25 年 9 月）で、火災危険度が

４となっています。（東京都内のすべての町丁目を

比較して「５」が最も危険度が高い。） 

また、東京都の「防災都市づくり推進計画」

（平成 28 年 3 月）では、木造住宅が密集する地

域の中で、特に甚大な被害が想定される「重

点整備地域」に指定されており、早急にまち

の防災面の改善が求められています。 

 

これらをふまえて、杉並区では平成 16 年に 

「新たな防火規制」を導入して燃えにくい建物への建替えを誘導し、昨年度からは東

京都の「不燃化特区」に指定されたことから、現況調査を行うとともに、老朽化した

建物の建替えや除却の支援を行っています。（⇒④ページをご覧ください） 

（裏面の設問に対する回答の理由や、その他ご意見が 
あれば自由にお書きください） 
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■問合せ先 
杉並区 都市整備部 建築課 不燃化推進係 
〒166-8570 
東京都杉並区阿佐谷南１－１５－１ 
電話 ０３－３３１２－２１１１（代表） 

アンケート調査の返送のお願い 

ハガキ裏面の設問にお答えの上、
ご返送ください。 

＜切り取り線＞でハガキを切り取り、 
以下のいずれかの方法でお送りください。 

1月 20日（金） 

①郵便ポストへ投函（切手不要） 

②ファクシミリ（03-5307-0690） 

③不燃化推進係 窓口へ持参 

（平日 8:30から 17:00まで） 

【締 切】 

【返送方法】 

■方南一丁目地区（アンケート対象区域） 

方南一丁目地区 

和泉 
一丁目 和泉 

ニ丁目 

和泉 
四丁目 

堀ノ内 
一丁目 

方南 
ニ丁目 

方南 
一丁目 

南台 
五丁目 南台 

四丁目 

笹塚 
三丁目 

笹塚ニ丁目 

笹塚一丁目 

大原 
ニ丁目 

杉並区 

中野区 

渋谷区 

世田谷区 

発行日：平成 28年 12月  発行：杉並区都市整備部建築課不燃化推進係  編集協力：(株)首都圏総合計画研究所 

方南一丁目地区 

防災まちづくり通信 

杉並区では今後、「災害に強い安全・安心なまち」の実現の

ために、地域のみなさんのご理解・ご協力のもと、より一層取

り組みを強化していきたいと考えています。 

今後ともよろしくお願いいたします！ 

 

 
 

当地区については、平成 32 年度までの期間に限定した災害に強い防災まちづ

くりに向けた集中的な取り組みとして、（１）～（５）の支援を行っています。 

詳しくは、都市整備部建築課不燃化推進係へご相談ください。（下記の問合せ先を参照） 

（1）老朽建築物の解体除却費用の助成 
・区の調査により危険と認められた老朽建築物（昭和 56 年以前に建築された建築物等）を取り壊
す際助成します。 

（2）老朽建築物の解体除却後の仮囲い設置費用の助成 
・老朽建築物（（1）の要件に当てはまる老朽建築物）を除却した後の更地を適正に管理するため
に設置する仮囲いの工事費（材料代は除く）を助成します。 

（3）戸建て建替え費用の助成 
・老朽建築物を取り壊した後、建築物を新築する際助成します。 

（4）老朽建築物除却後の土地または建替え後の新築建築物に関わる固定資産税・都

市計画税の減免 
・不燃化特区内で老朽建築物の取り壊しまたは建替えを行った場合、最長 5 年間、土地もしくは

家屋の固定資産税・都市計画税の減免を受けられます。 

（5）取り壊し・建替え等に関する専門家への相談 
・老朽建築物の権利移転や取り壊し・建替えに関する相談について、弁護士や税理士等の専門家へ
無料で相談できる機会を設けます。 

○ 
× 
１ 

問･･･ 

問･･･ 

問･･･ 

問･･･ 

「不燃化特区の指定による支援」って、 
どんなもの？ 
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まちの特徴と課題 

昨年１１月に区民集会所で開催した、まちづくりに関するパネル展示会でも紹介し

た基礎調査結果から、まちの特徴と課題について、以下のような点が挙げられます。 

アンケート調査票【回答欄】 

問 項目 回答番号 

問
１ 

①住みやすい  

②防災について課題がある  

③災害に強いまちづくりが 
必要  

問
２ 

①火災の延焼しやすさ  

②地震での建物の倒壊  

③狭い道路や行止り  

④公園･広場の数  

⑤小さな敷地の増加  

⑥建物どうしの間隔  

問
３ 

お住まい又は土地・建物の
権利をお持ちの位置  
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以下の設問について、お考えに近い番号を１つ選び、下のはがきの
【回答欄】にご記入のうえ、切り取ってご返送ください。 

問１ 現在のまちについて、どのようにお感じですか？ 

項目 思う 思わない どちらともいえない 

①住みやすい １ ２ ３ 

②防災について課題がある １ ２ ３ 

③災害に強いまちづくりが必要 １ ２ ３ 

問２ まちの防災や住まいの環境について、どのようにお感じですか？ 

項目 
課題が 
ある 

課題で 
ない 

どちらとも 
いえない 

項目 
課題が 
ある 

課題で 
ない 

どちらとも 
いえない 

①火災の延焼しやすさ １ ２ ３ ④公園･広場の数 １ ２ ３ 

②地震での建物の倒壊 １ ２ ３ ⑤小さな敷地の増加 １ ２ ３ 

③狭い道路や行止り １ ２ ３ ⑥建物どうしの間隔 １ ２ ３ 

問３ お住まい又は土地・建物の権利をお持ちの位置はどちらですか？ 
方南 1－１～17番 
（商店街より南側） 方南 1－18～45番 方南 1－46～53番 

（方南小南側の通りより北側） 
左記の複数に 
またがっている 

１ ２ ３ 
当てはまる全ての 
番号をお書きください 

 

アンケート調査票 

回答をこちらにお書きください 

●地区全体の特徴・課題 
・環状七号線沿道と小学校周辺を除き、木造建物が密集している。 

・幹線道路の内部は、幅４ｍ未満の道路がほとんどを占め、避難や緊急車両の通行に

支障をきたす恐れがある。 

・一部の街区は接道状況が悪く、建替えが困難な敷地が見られる。行き止りも多い。 

・公園は上水橋公園、方南中央公園以外に大きなものは無い。 

●方南西町会エリア 
・北側は、方南小や児童館等

の公共施設が立地し、方南

小は災害時の震災救援所に

も指定されている。 

・環状七号線沿道に耐火造の

商業施設や事務所ビル、集

合住宅等が立地し、災害時

の延焼防止機能が期待され

る。 

・環状七号線の内側について

は、特に方南小より南側で

幅４ｍ未満の道路が多く、

木造住宅が密集し、接道不

良の敷地や行止りが多く、

避難道路確保などの問題が

ある。 

 
 

●方南東町会エリア 
・大部分は住宅地である。中央部分を東

西に結ぶ道路の沿道は、商店街が形成

されている。 

・高低差が著しい箇所がある。 

・東側に大規模な集合住宅が立地している。 

・西側の西町会エリアから続く箇所は、

幅４ｍ未満の道路が多く、木造住宅が

密集している。接道不良の敷地や行き

止りが多く、避難道路確保などの問題

がある。 

・方南中央公園、あづま児童公園の他に

公園・広場が無く、区域の中央から南

側にかけて公園が不足している。 
 

●方和自治会エリア 
・環状七号線沿道に耐火造の商業施設や事務所ビル、集合

住宅等が立地し、災害時の延焼防止機能が期待される。 

・環状七号線の内側は、幅４ｍ未満の道路等が多い。 


